
 

八尾小学校・樫尾小学校における協議事項について 

 

第５号報告 教育目標について 

 

 

 

 

 

 ＜検討内容＞ 

 ・樫尾小学校における「自主的」、八尾小学校における「自らを高める」から、子供の

主体性を重視した内容であると考える。 

 ・樫尾小学校の「創造的」とは、他者との関わり、様々な意見を取り入れることによっ

てなしえることと考えている。よって、八尾小学校の「関わり合い、磨き合い」と同

じ内容であると考える。 

 ・樫尾小学校の「心豊かなたくましい子供」とは、八尾小学校で掲げている「心身とも

に健康」と同じく、心と身体の健康を目指しているものである。 

 

 ＜報告事項＞ 

 〇 上記のことから、樫尾小学校、八尾小学校とも同じ趣旨の教育目標であると言える

ことから、統合後も引き続き八尾小学校の教育目標を掲げるものとする。 

ただし、今後、今年度の見直しをしたり、再編に向け両校の現状に関して意見交換 

したりする中で、次年度新たなスタートを切る八尾小学校にとってふさわしい学校教

育目標に変更することもありうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【樫尾小学校 教育目標】 

 自主的・創造的で心豊かなたく

ましい子供の育成 

【八尾小学校 教育目標】 

 心身ともに健康で、関わり合

い、磨き合い、自らを高める児童

の育成 



第６号報告 児童の持ち物等について 

 

＜検討事項＞ 

・樫尾小学校と八尾小学校の 

持ち物は、共通しているもの 

が多い。 

このまま、引き続き使用する 

ものとする。 

・樫尾小学校ＰＴＡにおいて、 

給食時のエプロンや歯磨きの 

行い方など、八尾小学校に合 

わせることについて同意を 

得ている。 

 

＜報告事項＞ 

〇児童の持ち物は、八尾小学校 

に合わせるものとする。 

〇樫尾小学校児童が八尾小学校 

の体操服を購入する際、地域 

の助成を受けることを検討中 

である。 

また、樫尾小学校で使用して 

いた体操服も使用できること 

とする。 

 



第７号報告 自転車乗車ルールについて 

 

 

 

 

 

 ＜検討事項＞ 

 ・統合によって、特に現在樫尾小学校に通う児童は校区が大きく広がる。 

（慣れない道を自転車で通ることは危険が予想される。） 

 

 ＜報告事項＞ 

 〇 自転車乗車に関して、八尾小学校の方が広い校区であることから一定のルールは必

要であると考え、基本的に八尾小学校のルールに合わせるものとする。 

その際、乗車範囲等に関しては、児童の経験・技能等を基に、保護者が最終的 

に判断するものとなるよう、今後協議をすすめていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【樫尾小学校 乗車ルール】 

 家の人と相談して決める 

【八尾小学校 乗車ルール】 

・低学年：自宅周辺 

・中学年：自分が住む地区内 

・高学年：校区内 



第８号報告 学校行事について 

 
 ＜検討事項＞ 

 ・樫尾小学校では秋に運動会を行っているが、八尾小学校では秋に各学年の宿泊学習、

校外学習等が複数回行われることが多く、運動会を秋に実施することは難しい。 

 ・樫尾小学校では４～６年が一度に宿泊学習を行っているが、八尾小学校は学年の人数

が多く、学年ごとに実施している。 

 ・樫尾小学校は、１・２年でスケート、３～６年でスキー教室を行っているが、少人数

であるため、タクシーやバス１台で移動することが可能である。八尾小学校は人数が

多いため、すべての学年がスケートやスキー学習に参加することは難しい。 

 ・八尾小学校区が広がることを踏まえ、校区内の地域を知るという行事を今後検討する

必要がある。 

 ＜報告事項＞ 

 〇 学校規模が違う現状から、基本的に八尾小学校の行事を行っていくこととする。た

だし、樫尾地区について理解していくために、地域と関わりのあるカリキュラム（校

外学習等）を検討していく。 

 ○ 八尾小学校ではこれまで４月の個別懇談会は行ってこなかった。しかし、保護者と

担任が年度当初に顔を合わせて話をする機会をもつ必要性を感じていることから、今

後、樫尾小学校で行っていた４月の個別懇談会（希望制）の実施を検討していく。 



第９号報告 児童会について 

  
＜検討事項＞ 

 ・樫尾小学校では、二つの委員会であった。八尾小学校では現在八つの委員会があり、

子供の選択や活動が広がっていく。 

 ・樫尾小学校では全校遠足を行っているが、八尾小学校においては児童の人数が多く、

全校規模での遠足の実施は行っていない。しかし、縦割り活動の充実は異学年交流を

促進していくためにも必要であると考えている。 

 ・樫尾小学校で行っていた田植え、稲刈りの取組は、実施の継続について樫尾地区と相

談をしていく必要がある。 

 

 ＜報告事項＞ 

 ○ 田植え、稲刈りの行事は、学習との関連を図ることができ、５年生で実施すること

が望ましい。今後、樫尾地区の方と相談しながら、田植え・稲刈りの継続を視野に入

れていく。 

 ○ 八尾小学校において、今後縦割り活動による全校行事を検討していく。 

 ○ 町別児童会は、新たに樫尾地区を組織することが望ましいと思われる。ただし、地

域の児童クラブの割り振りや樫尾小学校の保護者の希望があるので、今後保護者と連

携を取り、町別児童会を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号報告 学校集金について 

  

＜報告事項＞ 

 ○ 集金金額は、八尾小学校に合わせていくものとする。 

 ○ 口座振替は、基本的に毎月５日とする。 

 ○ 集金業務は、これまで通り石川コンピュータサービスを利用する。（R７より、手数

料が 49 円から、60 円に値上がりする予定である） 

 

 

 

 

 

第１３号報告 移転作業について 

 ＜報告事項＞ 

 ○ 現在、樫尾小学校の備品、消耗品で八尾小学校に持っていく物を選別している。 

まず、冬期休業中に運べる物を八尾小学校に運ぶ。また、今後樫尾小学校で使うこ

とがない物品については、順次八尾小に運び入れていく。 

 ○ 令和６年３月２５日（月）に、一斉移転日として、八尾小学校に運び込む。 

 

 

 

 

 

 

 



第１５号報告 ＣＳ【コミュニティ・スクール】について 

  

＜検討事項＞ 

 ・樫尾地区の住民による、八尾小学校の教育活動の共通理解や意見具申の必要性があ

る。 

 

 ＜報告事項＞ 

 ・「協議・活動内容」は八尾小学校に合わせる。 

・令和６年度の八尾小学校運営協議会では、樫尾地区の現状を理解していくことが必要

であることから、２名（地区代表、保護者）を樫尾校区から選出することが望ましい

と考えている。 

 

 

 

①学校運営協議
会委員の構成メ
ンバー

②学校運営協議
会委員の改選時
期

③地域部会の構
成

④CSにおける協
議・活動内容

樫尾小学校 八尾小学校
８名（以下、役職別の内訳）
①黒瀬谷地区自治振興会　元会長
②黒瀬谷地区自治振興会　現会長
③樫尾小学校教育振興会　会長
④樫尾小学校PTA　代表者
⑤主任児童委員
⑥黒瀬谷地区営農組合　代表者
⑦黒瀬谷地区センター　所長
⑧黒瀬谷地区活性化プラン教育プロジェク
トチームリーダー
※この他、樫尾小学校校長・教頭・主任教
諭が参加。

10名（以下、役職別の内訳）
①八尾地区自治振興会　会長　兼
　八尾小学校教育後援会　会長
②八尾地区自主防災組織連絡協議会副会長
③民生委員
④室牧地区ふるさとづくり推進協議会　会長
⑤元富山市立小学校長
⑥八尾小学校PTA　元会長
⑦八尾小学校PTA　現会長
⑧八尾公民館　館長
⑨八尾保育所　所長
⑩八尾小学校　校長

４月 4月

なし なし

・学校経営方針
・アクションプラン
・学校行事等
・八尾小学校との統合　　等

・学校概況（経営方針・学校評価）説明
・児童を取り巻く環境と地域での児童の実態
・家庭と地域との連携の在り方　　等


